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2022 年 10 月５日 

各  位 

会 社 名 ア サ ヒ 衛 陶 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役会長

兼社長 

星 野  和 也 

（コード ５３４１ 東証スタンダード市場） 

問合せ先 
経営企画本部 

執行役員 
町田 英彦 

Ｔ Ｅ Ｌ (０６)７７７７－２０６７ 

 

（訂正）「第三者割当による新株式、第５回及び第６回新株予約権の発行並びに引受

契約締結に関するお知らせ」の一部訂正について 
 
 

2022 年９月 22 日にお知らせした「第三者割当による新株式、第５回及び第６回新株予約権の発
行並びに引受契約締結に関するお知らせ」に一部誤記がございましたので、下記のとおり訂正いたしま
す。 
   なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 
 

記 

 

 【訂正前】 【訂正後】 

９ページ 
 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具

体的内容 

① 本新株式発行についてな

お、本新株式の発行価額は、取締

役会決議日の前取引日までの 1

か月間の終値平均 455.59円に対

する乖離率は 4.73％、取締役会

決議日の前取引日までの３か月

間の終値平均 464.53円に対する

乖離率は 7.01％、取締役会決議

日の前取引日までの６か月間の

終値平均 457.58 円に対する乖離

率は 5.24％となっております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具

体的内容 

① 本新株式発行についてな

お、本新株式の発行価額は、取

締役会決議日の前取引日までの

1 か月間の終値平均 455.59 円に

対する乖離率は 4.08％、取締役

会決議日の前取引日までの３か

月間の終値平均 463.81円に対す

る乖離率は 5.78％、取締役会決

議日の前取引日までの６か月間

の終値平均 471.74円に対する乖

離率は 7.36％となっておりま

す。 
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② 本新株予約権発行について 

なお、カントリーガーデン・ジャパ

ンにかかる本新株式の発行価額につ

いては、取締役会決議日の前取引日

までの 1 か月間の終値平均 455.59 円

に対する乖離率は 4.73％、取締役会

決議日の前取引日までの３か月間の

終値平均 464.53 円に対する乖離率は

7.01％、取締役会決議日の前取引日ま

での６か月間の終値平均 457.58 円に

対する乖離率は 5.24％となってお

り、創展環球有限公司にかかる本新

株予約権の行使価額は、取締役会決

議日の前取引日の終値 437 円に対す

る乖離率は 10.0％、取締役会決議日

の前取引日までの 1 か月間の終値平

均 455.59 円に対する乖離率は

15.63％、取締役会決議日の前取引日

までの３か月間の終値平均 464.53 円

に対する乖離率は 17.90％、取締役会

決議日の前取引日までの６か月間の

終値平均 457.58 円に対する乖離率は

16.14％となっております。 

 

② 本新株予約権発行について 

なお、カントリーガーデン・ジャパ

ンにかかる本新株式の発行価額につ

いては、取締役会決議日の前取引日

までの 1か月間の終値平均 455.59円

に対する乖離率は 4.08％、取締役会

決議日の前取引日までの３か月間の

終値平均 463.81円に対する乖離率は

5.78％、取締役会決議日の前取引日

までの６か月間の終値平均 463.81円

に対する乖離率は 7.36％となってお

り、創展環球有限公司にかかる本新

株予約権の行使価額は、取締役会決

議日の前取引日の終値 437 円に対す

る乖離率は 9.84％、取締役会決議日

の前取引日までの 1 か月間の終値平

均 455.59 円に対する乖離率は

13.52％、取締役会決議日の前取引日

までの３か月間の終値平均 463.81円

に対する乖離率は 15.05％、取締役会

決議日の前取引日までの６か月間の

終値平均 471.74円に対する乖離率は

16.48％となっております。 
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（２）発行数量及び株式の希薄化の規

模が合理的であると判断した根拠 

 
過去２年間における１日当たり平均出来
高は 71,160 株、直近１か月の平均取引高
は 31,748 株であり、 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規

模が合理的であると判断した根拠 

 

過去２年間における１日当たり平均取引
高は 70,896 株、直近１か月の平均取引高
は 30,518 株であり、 

 

以上 


